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令和３年第９回 邑南町議会定例会（第５日目）会議録 

１．招集年月日   令和３年12月６日（令和３年11月24日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 

３．開    会    令和３年12月16日（木）  午前９時30分 

                      散会 午後３時８分 

４．応招議員 

議席 氏   名 議席 氏  名 議席 氏  名 議席 氏  名 

 １番 奈須 正宜  ２番 鍵本 亜紀  ３番 野田 佳文  ４番 日高八重美 

 ５番 瀧田  均  ６番 平野 一成  ７番 和田 文雄  ８番 宮田  博 

 ９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久 

１３番 石橋 純二       

５．不応招議員  なし 

６．出席議員  １３名 

議席 氏   名 議席 氏  名 議席 氏  名 議席 氏  名 

 １番 奈須 正宜  ２番 鍵本 亜紀  ３番 野田 佳文  ４番 日高八重美 

 ５番   ６番 平野 一成  ７番 和田 文雄  ８番 宮田  博 

９番 漆谷 光夫 １０番 大屋 光宏 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久 

１３番 石橋 純二       

７．欠席議員   なし 

 議席    氏   名瀧

田  均 

 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 

        

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 

    議会事務局長 井上 義博  事務局調整監 小形 めぐみ 

10．町長提出議案の題目  別紙のとおり 

11．会議録署名議員の氏名 

  議 

席 

氏 名   議席 氏 名 

５番 瀧田  均 ６番 平野 一成 

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 

職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 

町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 三上 直樹 

情報みらい創造課長 柳川 修司 地域みらい課長 田村  哲 財務課長 白須   寿 

町民課長 小畑 芳秋 福祉課長 小笠原誠治 農林振興課長 大賀  定 

商工観光課長 寺本 英仁 建設課長 上田  修 水道課長 三上 和彦 

医療政策課 口羽 正彦 保健課長 土﨑しのぶ   

羽須美支所長 上田 康典 瑞穂支所長 三浦 康孝   

 教 育 長 土居 達也 学校教育課長 高瀬 満晃 生涯学習課長 三上  徹 

監査委員 森脇 義博     
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令和３年第９回邑南町議会定例会議事日程（第５号） 

 

令和３年12月16日（木）午前９時30分開議 

 

 開議宣告 

 

  議事日程の報告 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 一般質問 

 

日程第３ 議案の討論、採決 

 

議案第  99号 邑南町国民健康保険条例の一部改正について 

 

議案第 100号 令和３年度邑南町一般会計補正予算第10号について 

 

議案第 101号 令和３年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号につ 

いて 

 

議案第 102号 令和３年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算 

第２号について 

 

議案第 103号 令和３年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号に 

ついて 

 

議案第 104号 令和３年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第３号について 

 

議案第 105号 令和３年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号について 

 

議案第 106号 令和３年度邑南町水道事業会計補正予算第４号について 

 

日程第４ 委員会提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

  発委第７号 地方の情報インフラ整備の充実を求める意見書の提出について 
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日程第５ 閉会中の継続審査または継続調査について 

 

日程第６ 議員派遣 
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令和３年第９回邑南町議会定例会追加議事日程（第５号の追加１） 

 

令和３年12月16日（木） 

 

追加日程第１ 町長提出議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

議案第107号 令和３年度邑南町一般会計補正予算第11号について 
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令和３年第９回 邑南町議会定例会（第５日目）会議録 

【令和３年12月16日（木）】 

―― 午前９時30分 開議 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 開議宣告 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  おはようございます。これより本日の会議を開きます。本日の

議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

●石橋議長（石橋純二）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。５番瀧田議員、

６番平野議員、お願いをいたします。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 一般質問 

 

●石橋議長（石橋純二）  日程第２、一般質問。昨日に引き続き一般質問を行います。そ

れでは、通告順位第９号中村議員登壇をお願いいたします。 

 

（中村議員登壇） 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  １１番、中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  おはようございます。１１番、中村昌史でございます。最終

日のトップバッターを務めさせていただきます。１時間ほどお付き合いよろしくお願いし

ます。今回は、２点について通告をいたしております。一つは、空き家空き地などの対策

について。もう１点は、法定外公共物の維持管理について。法定外公共物というのは、里

道であるとか水路であるとか、地番のない赤道であるとか青線とかっていわれているもの

でございます。それについて通告をしております。通告にそって質問をしたいと思います。

最初に空き家空き地対策について伺います。最初に町内の空き家の現状を教えていただき

たい。危険空き家、いわゆる空き家特措法ができましてから、特定空き家ということで呼

ばれております、危険空き家の数。あるいは、利用可能な空き家。空き家バンクに登録さ
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れているもの。それと、これは空き家といえるかどうか微妙なんですが、邑南町の条例で

いいますと、空き家とはそこを使っていない、常時利用していないということが、空き家

の条件となってますけども、所有者の方が利用の意思があって定期的に利用をするとか、

住んでおられないけども空き家になっていないのかもしれないですが、そういったものの

数がわかれば教えていただきたいと思います。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  空き家の状況についての御質問でございます。私の方か

らは、危機管理上危険空き家について、申し上げさせていただきます。本町では、平成２

５年に空き家等管理の適正化を図ることを目的に、邑南町空き家等の適正管理に関する条

例を制定しています。条例制定に先立つ平成２４年４月に自治会に御協力をいただき、自

治会担当職員が空き家調査を実施をしております。その集計結果によりますと、年間を通

じて全く管理されず、放置されている家屋等が３３４戸あることが確認されています。外

観目視で、崩壊が始まっていると思われる家屋等が１３５戸あり、そのうち道路や民家に

隣接し、危険又は将来危険となることが予想される家屋等が５１戸、うち既に危険な空き

家を３０戸、確認したところでございます。条例制定に際しては、空き家がさらに増える

ことや空き家を放置すると倒壊などにより、町民に被害がおよぶことが懸念されることか

ら、危険空き家等に対し、所有者に適正な管理を促すなどの基本的なルールを定めたもの

でございます。条例制定後の実績といたしましては、町に相談のあった３９件に対しまし

て、適正な管理をお願いする周知文書等を送付いたしまして、うち１７件において解体や

応急処置等何らかの対応が行われたところではありますが、現時点における空き家の実態

調査を追跡調査では行っておりませんので、現時点空き家が何件かということに関しては、

実態を把握していないのが現状でございます。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  地域みらい課からは、空き家の登録状況について御

説明をいたします。令和２年度末での空き家バンク登録者数は、８９件でございました。

このなかには登録から数年が経過し、今後の利活用が見込めない物件も見受けられました

けれども、令和３年４月に邑南町ＵＩターン住宅相談センターの設置要綱を改正を行いま

して、そのことをきっかけに全登録者に対しまして、空き家バンク新制度への登録移行の

調査を実施させていただきました。その結果２７件が登録を継続されました。１８件は、

土砂災害等の特別警戒区域にあたるため、登録の抹消をしたということでございます。そ
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の他登録の辞退又は検討中のため保留という状況になっております。新しい制度になって

から、今年度登録も４月以降で６件あるということで、これはすべてにおいて利活用が可

能な物件でございます。議員お尋ねの所有者に活用意思がある空き家なるんですけども、

賃貸という物件に関しては、ここに把握できる分ありますけど、本人さんが利活用される

ものについては、把握はできてないと思っております。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  件数ありがとうございました。危険空き家について、条例制

定後に３９件を危険空き家に認定をしたということですかいねえ。それは、最初の調査の、

２４年の調査の３０件にプラスしてこれだけあるということでしょうか。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  ２４年の事前調査で出ている数値は、あくまでも邑南町

の現状を把握するための調査で、自治会に協力いただいて現地を外観として見ていったな

かでの調査でございます。一方条例制定後の３９件につきましては、地元等からの情報提

供に基づき出てきたものを職員が外観で目視をしたうえで、現状について所有者の皆さん

に通知をいたしまして、対応したものと認識をしております。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  条例制定後に、なかなか調査が行き届かないとか、先ほど言

いました所有者に活用意思のある空き家っていうことがなかなか把握できないという状況

にあるようです。現在のそういう状況に対して、それぞれで課題をどう認識されておるか。

それに対する対策をどう考えておられるかを教えてください。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  空き家の現状に対する課題と対策について、申し上
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げます。近年全国的に増加している空き家は、防災、防犯、衛生、景観等において、住民

の生活環境に深刻な影響をおよぼしていることが、課題になっております。その対策とし

まして、邑南町が取り組んでいることを、御説明します。これまで設置しておりました、

ＵＩターン住宅相談センターを、前年度から見直しを行いまして、先ほど申し上げました

ように、今年度から新たに邑南町住宅相談センターとして設置をし、町内の宅地建物取引

士が在籍する事業所５社と、官民協働の仕組みを構築をしとります。この体制によりまし

て新規物件の事前調査を行い、利活用可能な物件かどうかの判断確認を行います。空き家

バンクの精度を高めることができていると、思っております。また、地区担当制を設けて

おりまして、担当地区にある物件の内覧希望者の案内も、協力企業の同行をお願いしてい

るとこでございます。住宅相談センターでは空き家の利活用を中心に、住まい確保と住ま

い情報の提供を主な業務としておりますけれども、宅地建物取引士の協力が得られること

で、賃貸、売買の手続きがスムーズに行われておりまして、今年度の成約件数は１１月末

までで、７件となっております。こうした官民連携による事業展開によって、移住並びに

町内在住者の定住を推進して、空き家の利活用促進に確実につながっていると考えており

ます。また、空き家等の対策を総合的にかつ計画的に展開するために、空き家対策の推進

に関する特別措置法第７条第１項の規定に基づきまして、邑南町空家等対策協議会を令和

３年度中に設置する計画でございます。それによりまして、令和４年度以降には、全町で

の空き家調査を実施をしそのデータをもとに、邑南町空家等対策計画を策定してまいりた

いと考えております。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  危険空き家の所管をしている立場から、申し上げたいと

思います。最初に課題についてでございますけれども、危険な空き家については、条例に

基づき所有者等への適正な管理をお願いをしているところではございますが、町外在住の

所有者等にとって、解体や応急措置の費用負担は大きく、危険空き家の解消や発生抑制等

の対策に積極的対応をいただけないことも多く、対策が順調に進んでいるとは言えない状

況がございます。また、所有者の方が亡くなり相続人が相続を放棄し、空き家を引き続き

管理すべき相続人が不在となっている空き家も多くなっているのではないかと、危惧をし

ております。その対策といたしましては、先ほど、地域みらい課長からの説明もございま

したとおり、国の特措法に基づく邑南町空家対策計画を策定をしたうえで、空家対策協議

会の設置により体制を調えたうえで、国のガイドラインに基づく空き家調査や特定空き家

等の認定を行うことで、国県の空き家対策総合支援事業などの活用を行い、所有者等が講

じる対策への費用負担軽減を講じることや、空き家除去など法に基づく対策を用意するこ

とによりまして、空き家対策がより総合的に推進できるようになるのではないかと考えて

おります。 
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●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  今、危険空き家に対してと活用の可能性のある空き家につい

て、空き家バンクに登録されているものについての話を伺いました。私は一番重要な課題

だと考えているのは、最初に話しましたように、所有者に活用意思がある空き家。空き家

といえるかどうか、正確にはわからないところですけども、年に何回かは帰ってくるし仏

壇やお墓もある。家もまだそんなに傷んでないので、今のままのしばらくこのままでいい

んじゃないかということで、そのまま置いておられるうちが多いんだろうと思います。し

かし、住宅というのは人が住まないと傷みが早いです。３年たち５年たちするとどんどん

傷みが進行して、管理もだんだん困難になって、最終的には、特定空き家、危険空き家に

進行してしまうことが、一番危惧されるところだろうと思います。そういう課題に対して、

今、空き家バンクのことで住宅相談センターであるとか、空家対策協議会を今後設置する

んだという答弁がございましたが、そういった家の適正管理の在り方であるとか、根本は

その資産に対する所有者の義務、そういったところをしっかり意識を持ってもらうことや

ら、適正管理の在り方であるとかその家の行く末について、どうしたらいいんだろうかと

いうことを、相続された方が個人で思い悩んどられるんじゃないかという気がします。そ

のへんのところが、相談をできる体制が必要なんじゃないかなと、私は思っております。

先ほど言われた、協議会であるとか、住宅相談センターは、課長の話だと、定住者に対す

る住宅をあっせんすることがメインのようですけども。それ以外にも資産の相続に関する

こと、例えば、資産を確定をしなきゃいけない。相続する資産は負債も含まれますから、

場合によると相続放棄ということもありうるわけですよ。これは、その時間が限定される

んですよ、確定してから。そういったことをきちんと相談ができるところ。あるいは、売

却や賃貸の方法、解体の手法や経費、そういったことを相談をできる、先ほど言われた住

宅をあっせんするというだけじゃなくて、そういったところまで１か所で相談できるよう

な相談窓口が必要ではないかと、私は考えるんですが担当課のお考えはいかがでしょうか。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  空き家を発生させないための対策と理解をしました。

その一つの方法として、先ほどらいあげております住宅相談センターの機能があるのだと

思っております。このセンターの業務は先ほど言われましたけども、ＵＩターン者だけじ

ゃなくて、新しい制度は町内のなかでも家を探しておられる方も対象になりますので、そ

の方々にも紹介をしているという状況であります。あと所有者等への相談とか、啓発業務
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も目的の一つにはいっております。ですので、今年度はセンター内のシステムの構築を主

な業務、使命としてやっておりますけども、これからは先ほど言われましたように、予備

軍の方々への発信と言いますか、部分でいうと空き家の利活用相談会というものも、相談

センターのなかでやっていきながら、将来どうしても管理が不十分になりかねない、ある

いは不安を持っておられる方の相談は受け付けていくべきだろうと考えておりますので、

そういったことがしっかり住宅相談センターのなかでできれば、無放置の空き家というこ

とにはならないのかなと考えております。 

 

●中村議員（中村昌史）   議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）   私が今言いましたような機能も、必要だと認識されておる

んだと感じました。今の住宅相談センターですべてがまかなえるかというところが、今後

のことなんだろうと思います。ここで一つ例として、福井県美浜町にふるさと福井サポー

トセンターというＮＰＯ法人がございます。平成２４年からＮＰＯとして、空き家調査と

か、空き家の利活用のためのマッチングとかを中心に活動を始めておられます。早くから

国交省の方の空き家対策の優良事例として、取り上げられたりしておりますので、ご存じ

かとは思います。ご存じですか、美浜町ふるさと、ご存じであれば話が早いんですけども、

ここでは先ほど言いました、空き家調査とかマッチングだけではなくて、所有者に寄り添

う相談を行っておられます。これが先ほど言いました家の行く末、なかなか考えることが

ないと思うんですよ、３０年先、５０年先に自分の家がどうなっているんだろうかという

ことを。あるいは相続したあとも、相続した家がどうなってるんだろうかということを、

家族で相談をしながら、話し合いながら、そういったことをいろいろ考えていく決断シー

トも用意されています。めくるんじゃなくて大きな紙にぱっと広げて、みんなで見ながら

いわゆるワークショップのような形式でできるようなものを、考えておられます。私、ふ

るさと福井サポートセンターを知ったのは、一昨年の秋だったと思います。一度行ってみ

たいと思っておったんですが、コロナのことが広まって視察を受け入れないということに

なって、それから行く機会を逸しておるんですけども。実際に見たわけではありません。

ホームページ等で確認をしたことですので、想像の部分もありますのでそこのところはご

容赦いただきたい。そういったものをもつくって、家の行く末、結局家っていうのは活用

するか、もうやめて解体するかしかないんですよ。活用するなかで、家族が使うのか、あ

るいは、売買であるとか譲渡であるとか賃貸とかで第三者が使うのか。その活用していこ

うとするのか、もうあきらめて解体をするのか、そこの決断を早い段階で決めていただく

ことが重要なんだと、このホームページのなかでも書いてございます。こういう決断シー

トであるとかほかにも空き家の診断ツール、先ほど総務課長が言われた特定空き家に認定

するための基本的な項目ありますよね。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態とは、どういうものか。先ほど目視でいろいろ調査をされたとおっし
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ゃいました。そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態。適切な管理が行わ

れないことによって著しく景観を損なっている状態。四つ目が周辺の生活環境の安全を図

るために放置することが不適切である状態。こういった、特定空き家に該当するかどうか

というところも含めて、ｉｐａｄを使って、判定するための空き家調査ツールを開発され

ております。それとＧＩＳとリンクしてデータベースを即座に作りあげるということも、

用意をされております。また、先ほど言いました金銭的な面での不安に対応するために、

売買や賃貸の価格であるとか解体費用であるとか、税金であるとか登記費用であるとかそ

ういったものが、試算ができる。ざっぱくな数字だそうですけども、試算ができるような

シミュレーションソフトなども用意をされているようです。そういったものをもって様々

な自治体に対して、情報提供であるとかガイダンスを行ったりということも、もちろん、

ＮＰＯですから、民間ですから、ただでやってくれるということではありませんが、そう

いったことを行っておられるようです。ほかにも、先ほど地域みらい課長が、いや総務課

長が言われたか、国の補助をもらう話で、令和３年度の補助の対象になったもの一覧があ

りますけども、そのなかにもたくさん、この近隣でいうと庄原市がワンストップ窓口を設

置しましたっていう話もありますし。それから、松江市は総合計画を第二期を今策定をさ

れているようで、来年度以降ここも相談窓口をつくりますという話がのっておりました。

そういった他市町村のこういった優良な例を、しっかり参考にしていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  他市町村の優良事例というのは、日々私達も情報収

集に努めておりまして、今回の住宅相談センターの要綱改正に対しても、いろんなところ

の情報を取り寄せながら構築してきたと思っておりますし、島根県内でも、邑南町によう

な官民連携の取組っていうのはまだできていませんで、邑南町の例は逆に島根県内では、

今の宅地建物取引士あるいは業者さんとの連携でやっているというのはまだないようでし

て、そういった部分では先進的なことかなと思いながら、もう一つ議員さんがおっしゃら

れるように、予備軍っていうかこれからもしかしたら空き家になりつつある、あるいは危

険空き家になる可能性があるというところに関しては、ちょっとまだフォローができてな

いなと思いますので、先ほど言われました事例も参考にしながら、さらなる強化に努めて

いきたいと考えております。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 
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○三上総務課長（三上直樹）  危険空き家を想定した場合には、先ほど御指摘いただき

ましたように、議員さんおっしゃったように、相続を積極的に受け取るという意思のある

方が町内にいらっしゃる場合には、そのような活用にむかっていくということが、先ほど

のツール等で容易にいく、容易ではないですけれどもいくことが可能なんだと思いますが、

相続放棄をされるケースも想定をする、危険空き家になっていくというのは、そちらの方

のケースの方が危ないのかなと思っています。そのあたりも含めて言えば、行政でそれを

対応していくっていうことがなかなか難しいケース。民法をよくみたうえで、相談を受け

ていかなくてはならないということになっていくと思いますので、そのあたり空き家対策

の計画のなかでそういった様々な例を参照にしながら、邑南町としてどのように対応して

いくのかっていう部分については、検討をしていきたいなと考えております。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  質問のなかに対策基本計画の策定はということを書いており

ますが、このことについては先ほど答弁をいただきました。来年度に向けて策定をしてい

こうということのようですが、前段の協議会の話で、そこにどういったメンバーが絡んで

こなければならないのかというところが、先ほどの総務課長の話だろうと思います。実際

に相続をするうえで、いろいろ障害となる例がこうあげられているものもあります。これ

は東広島の方で対策をしている、窓口を担っている民間団体のそういったことを学ぶため

に、すごろくでサイコロふりながら、ここに来たら借金がありましたとかっていうのがあ

るスゴロクがあるんだそうです。それの内容を見てみますと、登記のされていない家とい

うのがあるんです。昔ですと、今でもそうですが今は表示登記保存登記しないと、現金を

用意して家を造る場合、借金をしない、ローンをくまないということであれば、抵当権の

設定がいらないですから登記も昔も必要なかった。必要はあったんですが、登記をされな

い例も昔はまあまあったんだと聞きました。そういった場合にどうするのか。新たに今か

ら表示登記を保存登記をしなきゃいけないのか、保険金を受け取ったその保険金はどうす

るんだとか、先ほど言いました負債が多くて相続すると負債も相続するとか、相続人の確

定ができないとか、相続人に認知症の方がおられたとか、行方不明の相続人がおられたと

か、こういった場合どうしたらいいんだろうかっていうことが、心配されるものがあげら

れているものがあります。そういったことは、先ほど言われたように法律的な専門家でな

いと対応できないので、弁護士さんであったり、司法書士さんであったりという方々も、

ここに入ってくる必要があると思います。庄原市は、司法書士さんが筆頭になってやって

おられます。そういったことを踏まえて、空き家の対策計画をしっかり練っていただいて、

基本は先ほど地域みらい課長が予備軍という言葉を使われましたが、今言った活用意思の

ある空き家もそうですけども、独居の高齢者の方のお宅もこれはいわば予備軍、言葉は悪

いかもしれません。そういうことに対する対策もあわせて、考えておかなきゃならない。
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先ほど言いましたふるさと福井サポートセンターでも、そういったことに取り組んでおら

れますが、そこで注意しなればならないことが載っておりました。それは第三者が今独居

で一人で住んでおられる、おじいさん、おばあさんところへ行って、家をどうされますか

っていうことは言えないと。それはいってみれば失礼なことになる。いわゆる個人の財産

ですから、あんたら関係ないだろうって言われればそれまでのことです。そういったとこ

ろをフォローしていくには、地域の力が必要ですっていうことも述べられておりました。

そういった民間の専門家であるとか、事業者さんであるとか、そういった方々との連携も

ですけども、地域との連携というのが非常に大切になってくるんじゃないかと思います。

ですから、そういったものを含めた協議会、それから基本計画、ということに注意をして

というか考えていっていただいたらと思います。３番目ですけども、空き家を発生させな

いための抜本的な対策をということでございますが、今いった空き家かどうかわからない、

所有者に活用意思のある空き家を、それも含めて空き家にならないようにするという話を、

今地域みらい課長の方からも話があったところです。もちろんそういったこともあるんで

すが、抜本的に根本的に空き家の発生増加を抑えるということも、考えていかなきゃなら

ないだろうと思います。原因の一つに核家族化、言い方悪いですが子供が親の家に住まな

い。これは国の政策ですけども、持ち家政策です。皆さん一国一城の主になろうというこ

とで、みんなが世帯をもつと家を建てる、そうするとそれは一代しか使わないという話に

なるんで、空き家になるのは当然。ずっと親と一緒に住みなさいという話ではないですが、

将来的に親の家を利用する活用するんだという考え方、そういったどういうんですかねぇ、

邑南町の住宅マスタープランがあります。計画期間は去年まででした。新たなプランが策

定されるんだと思いますが、このなかにも空き家対策ということが項目としてあげられて

おります。ページでいうと二、三ページですけども、持ち家政策というのはこれは住宅政

策じゃなかったんです、経済政策だったんです。経済を回すために、家を建てようよって

いうのが持ち家政策です。本来は住宅政策というのは、どういう住宅の循環をして、資源

資産としてどう将来へつないでいって、活用していくのかっていうことを、本来住宅政策

としては考えなきゃいけないことだと私は思います。そういった、住宅政策で空き家対策

を考える。そういうことも必要なんじゃないかと思うんですが、町長のお考えはいかがで

しょうか。 

 

○石橋町長（石橋良治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  石橋町長。 

 

○石橋町長（石橋良治）  住宅政策の中に空き家政策も入れ込むということは、私は全

く異論がありません。やっぱり家っていうのは住んでなんぼっていうことでありますので、

いかにそれを長く住宅として使うかということが、一番の要だろうと思っています。です

から議員御指摘のように、どんどん家を持ちなさい、持ち家政策では空き家の問題は解消

しないんだろうと思って、同感でございます。 
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●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  このマスタープラン、今からたぶん作り直すじゃない新規に、

去年までが計画年でした。県の住宅マスタープランも今策定中だと伺いました。町もマス

タープランをまた作られるんだと思いますが、そのときには政策的に空き家をどういうふ

うにして、空き家を発生を防ぐのかというところも、なにがしか入れ込んでいただけたら

なと思います。空き家空き地ということで最後になりますが、空き地について伺いたいと

思います。空き地についてもこれは意見交換会で、セイタカアワダチ草が繁茂してやれん

よという話を伺いました。もう人も減ってきて、わしが全部刈らにゃあいけんのじゃとい

うことも伺いました。そこでちょっと、空き地のことについてもお伺いしたいと思います。

空き地についても空き家と同様、所有者がきちんと管理しなければならないというのは、

これは所有者の義務、資産ですから。それが、今町内に居住されてない所有者の方が多く

なってきて、きちんと管理をされないことになっているんだろうと思います。こういう町

外に居住されている空き地の所有者に対して、きちんと管理の徹底を求めるべきだと思い

ます。どういう対応が可能かも含めて、担当課の所見を伺いたいと思います。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  空き地についての御質問についてでございますが、

これについて、地域みらい課で対応できそうなことについて、申し上げたいと思います。

先ほどらいでています、住宅相談センターでの空き家バンクの制度ですけども、令和２年

度までの制度では、空き地は取り扱っておりませんでした。今年度新たな要綱のなかでは、

空き地についても取り扱うようにしております。空き地を放置せずこういったバンクの方

に登録していただくということが、土地所有者さんの管理の一助になると考えております。

それと議員さん答弁のなかで、協議会の話がちょっと出ていましたので、ちょっとここ付

け加えさせていただきますけども、協議会で今考えているメンバーのなかには、司法書士

会、土地家屋調査士会、住宅相談センターのなかの宅地建物取引士という専門家を、町内

の方から選任していきたいなと考えております。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 
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●中村議員（中村昌史）  空き地もバンクに登録ができるというお話でしたが、これは

どんな空き地でもいいんですか。住宅地内の空き地とか限定がされるんでしょうか。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  田村地域みらい課長。 

 

○田村地域みらい課長（田村哲）  場所についての限定はなく、先ほどらいから官民連

携でやっているという話のなかに、当然登録するかしないかっていう判断を、業者の方と

一緒にみているということです。というのは今登録している物件については、家も土地も

ですけども、宅地建物取引士の方がみていただいて、自分のとこで管轄する意思があるも

のだけにしております。先ほどちょっと出ましたけども、相続の部分であるとかいろんな

困難な状態のものについては、ちょっと誰も引き取り手がいなくて、そういったものはバ

ンクに登録できないことになっていますので、そういった部分は現状を把握したうえで調

査をしてから登録ということになりますので、何でもかんでもということではなくて、要

は取引できそうなものについて、あるいは強制ではできませんが民間の方がいい、これで

もあと手続きできそうだというものに限って、登録しているということでございます。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  ありがとうございました。私は所有者に対して、適正な管理

を促すような啓発を行っていただきたいと、申し上げたいわけです。米子市では空き地の

適正管理に関する条例を、今制定されようとされてます。空き家と同じように特定空き地

という考え方を入れて、今パブリックコメントされている段階かなと思いますが、そうい

ったことも考えとられるようです。要はその土地の所有者に対して、きちんと管理をして

くださいと、空き家の管理と同じように空き地についてもきちんと、管理をしてください

ということを、啓発していただきたいということでございますので、お願いをしたいと思

います。時間が押してきましたが、２番目のことについて問いたいと思います。法定外公

共物、先ほど言いましたように水路とか井戸とか言われるものでございます。これらが平

成２７年、そのまえに一体改革で国が財産管理をして、機能管理は市町村がという、ちょ

っとおかしな格好だったものを、国の方から譲与するということがありまして、今は町が

財産管理を行うことになっているものです。これら譲与されたものは機能を有するものと

なっていますんで、それらは確認をされてると思いますが、そういったものの機能の有無

等の実態を把握しておられるか、それから、それらの財産管理機能管理についても、町と

しての考え方はどうかを、あわせてお知らせいただきたいと思います。 
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○上田建設課長（上田修）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  上田建設課長。 

 

○上田建設課長（上田修）  国から譲与された法定外公共物の実態、機能の有無等の実

態を把握しているかという、御質問でございます。法定外公共物でございますけれども、

平成１２年に地方分権一括法に基づきまして、国土交通省所管の、先ほど議員も御説明ご

ざいましたけれども赤道里道でございますけれども、また、青線主に水路でございますけ

れども、こういた法定外の公共物は、無償で市町村に譲与されております。法定外公共物

とは、赤道では道路法に認定されていない道路でございます。青線とは河川法や下水道法

の適用や準用のないものを申します。これらの法定外公共物でございますけども、譲与時

に法務局の備え付けの構図をもとに台帳を作成し、財産管理を行っておるとこでございま

すけども、通常土地には地番がついてございますけども、赤道青線につきましては地番が

ついてないものが大変多うございます。そのため登記簿もございません。そういったこと

あるいは古くから形成されておるところもございまして、経緯等の記録もないというのが

状況でございます。したがいまして、法定外公共物の機能の有無の実態というものにつき

ましては、把握ができていないのが現状でございます。それから、もう一つの御質問でご

ざいます。先ほどおっしゃいました、財産管理と機能管理についての考え方というとこで

ございますけども、現在財産管理につきましては、邑南町普通河川道路等条例に基づきま

して、地元関係者による法定外公共物の現状変更、例えば道をコンクリートの舗装をする

とか、水路を新たに据え付けるといったような形状変更が発生する場合など、町が官民境

界の確認を行いまして許可事務等を行っておるとこでございます。また、機能の維持管理

につきましては地元住民の方にしていただいております。里道については、その道を利用

する地域住民の方が維持修繕を行っていただいているとこでございます。また、水路につ

きましては、水利組合、個人などが管理を行っていただいておるとこでございます。 

 

●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  機能管理については、地元にお願いをしておるという御答弁

でございました。赤道や水路のことについて、そういう権利関係がどうなっているのかと

いうことを、地元の方がご存じないことが多うございます。どがすりゃあええんだろうか

ということを聞かれることが多うございます。できることできこと、きちんと町民の皆さ

んにお知らせをしていただきたい。ホームページを見ていくと、今課長答弁されたような

ことが書いてありますが、なかなかそこまでたどりつけないですし、高齢者の方では難し

いのかなあという気がします。それともう１点ですけどもいわゆる法定公共物、こりゃあ、

町の所有、公用財産、公共用財産でございますので、一義的な責任は町が負うべきであろ
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うと。しかし、その成り立ちや先ほど言われた国からの譲与のこと、利用者が周辺の地域

住民に限定されるというようなこともあって、その箇所数や延長もかなりあるでしょうか

ら、それらをすべて町の責任で管理するというのは、困難なことだろうと、それはわかり

ます。そこで、一つ提案でございますが、それぞれの里道であるとか水路が，今現在果た

しておる機能によってランク付けをする。例えば避難用道路になっている。道路法に該当

しない道路しか、その家からは逃げるとき避難用道路がこれしかないというものであると

か、上下水道が付設されているようなもの、水路でいいますと、今はないかもしれません

が生活用水として使っておった水路、農業用水のように農閑期になると水が止まるとかっ

ていうんじゃなくて，常に水が流れておって、洗濯であるとか、 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員、残り時間がわずかになっておりますので、簡潔に

お願いします。 

 

●中村議員（中村昌史）  そういう水路、今私の思いつきでございますけども、そうい

った機能によってランク分けをして、ある程度のものから上は、町道や準用河川と同じレ

ベルの管理をしていただくことはできないかということを、提案を申し上げます。あと、

一分、二分でございますが、このことについて御答弁いただきたいと思います。 

 

●石橋議長（石橋純二）  よろしいですか。 

 

○上田建設課長（上田修）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  上田建設課長。 

 

○上田建設課長（上田修）  法定外公共物の機能のランク付けという、御提案をいただ

きました。議員さんおっしゃられますように、地域にはそういった生活に重要な赤道等が

あるというところは、我々も承知しているとこでございますけれども、この法定外公共物

でございますけども、先ほど議員さんも御承知のとおり数が大変多うございます。一例を

あげますと日貫地区の一部でございますけれども、法定外公共物の箇所が１，３００くら

いございまして、邑南町全体でいきますと、数千から数万というような箇所がございます。

そういったなかで、先ほど御提案というところでございますが、ランク付けというとこも

今の段階では大変難しいんではないかなと、思っておるところでございます。ただ機能で

すけれども、例えば農業用として使われているものだったり、あるいは水路もそうですけ

どもそういったものにつきましては、災害時等には、幅員の規定等もございますけども、

そういったことで機能の回復というのは、事業として成り立ってございますので、そうい

ったことから考えますと、今のところ、個別のですねそういった対応というところで、今

のところは思っているところでございます。 
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●中村議員（中村昌史）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  中村議員。 

 

●中村議員（中村昌史）  これを契機に、法定外公共物というものについての認識を、

町民の方にももう一回もってもらうということをお願いをいたしまして、私の質問を終え

たいと思います。ありがとうございました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  以上で中村議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に

入らせていただきます。再開は、午前１０時４５分とさせていただきます。 

 

 ―― 午前１０時３１分 休憩 ―― 

 

 ―― 午前１０時４５分 再開 ―― 

 

●石橋議長（石橋純二）  再開をいたします。続きまして通告順位第１０号、大屋議員

登壇をお願いいたします。 

 

（大屋議員登壇） 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  １０番、大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  おはようございます。大屋光宏です。私事ではありますが、

今年の３月に子供が高校を卒業しまして、上の子以来、小学校、中学校、高校と１８年間

保護者でありましたが、学校とはこれで縁がなくなりまして、不思議なもんでして、教育

に対してすごく思い入れもあったわけですが、少し、子供が卒業しますと関わりも少なく

なるとともに、熱意も冷めてくるというのは失礼ですがそうなってくるのが、仕方ないの

かなあとは思ってましたが、今議会の一般質問の冒頭で宮田議員さんが、小中学校のこと

について聴かれまして、教育長が日和小学校の閉校の経緯から、今の邑南町教育の在り方、

そして、学力等の話をされまして、改めて大事な話でありますし、機会があれば、またそ

ういうところにもかかわっていきたいと思いましたし、日和小学校の閉校につきましては、

議員になったときのすぐに起きたことでしたので、すごく思い入れもありますし、その当

時に皆さんから言われた話、一般質問したこと鮮明に思い出しました。心も新たに頑張り

たいと思います。生徒の保護者ではなくなったという部分はあるんですが、子供たちへの

かかわりで、近年常に子供の貧困っていうことには、強い関心と子供たちの未来は応援し

ていきたいという気持ちは持っております。一度質問したいと思ってましたが、なかなか
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できなかったのと、定義なり思いが皆さん一緒かどうかもいろいろあります。そこで、今

回子供の貧困対策について質問をしたいんですが、令和元年６月に子どもの貧困対策法と

いうのが改正になりました。そこで新たに市町村に対して子供の貧困対策計画の策定の努

力義務が、改正により付けられました。邑南町は、子供の貧困対策計画、努力義務ではあ

りますが、この策定なり経緯はどうなっているかを教えてください。まず、最初の質問で

お願いいたします。 

 

○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  小笠原福祉課長。 

 

○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  子供の貧困対策計画の策定状況についての、お尋ね

でございます。邑南町におきましたも、平成元年６月の子供の貧困対策法改正に伴いまし

て、子供の貧困対策計画は策定をさしていただいております。内閣府によりますと議員御

説明のとおり、計画の策定は自治体の努力義務となっておりまして、まずは、都道府県に

おいて努力義務、これは国が策定する子供の貧困対策に関する大綱を勘案して、そのうえ

で策定をするという努力義務が課せられておりまして、続いて元年６月におきまして、市

町村にも努力義務が課せられまして、市町村におきましては、その計画は都道府県計画を

勘案して策定するようになっております。このうち市町村の計画につきましては、それ単

独の計画でも、市町村で策定済みの子ども子育て計画の一帯の形でも、どちらでも可能と

いうことでございましたので、邑南町では同じく平成元年度中に策定予定でありました、

第二次邑南町子ども子育て支援事業計画に包含する形で、令和２年３月に策定をさせてい

ただいているところでございます。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  経緯を教えていただきました。国のホームページを見ますと、

この県の計画市町村の計画がどのように策定されているかっていうのが、一覧が出ていま

す。県は当然作られていますが、島根県内の自治体はすべてが作られているわけではない

です。先ほどあったように県は国の大綱を勘案して、市町村は県の大綱を勘案してという

ことで、今までの普通の流れであれば県の計画があって、ほぼそれに準じた形で作られて

いるものだと思ってましたので、邑南町は別だててそういう計画を作るのか作られるのか

と思ってました。子ども子育て計画のなかで包括的に含んだ状態ですということで、説明

がありました。内容的には、たくさん書いてあるわけではないんだと思います。それはそ

れぞれ努力義務なので、自治体の裁量の範疇かと思います。美郷町は単独で作られていま

す。単独で作るべきなのかどうなのかっていう議論はありますし、努力なので自治体の姿
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勢なのかっていうことになりますが、一個不思議なのは努力義務である、法律で努めるこ

ととするという書き方っていうのは、行政的にはどのように捉えるのか。なぜ、作りなさ

いではなくて、努めるっていうのは姿勢を試されているのか、予算がつけられるのか、い

ろいろ思うんですが、一般的には努めるっていうことはどう解釈するか教えてください。 

 

○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  小笠原福祉課長。 

 

○小笠原福祉課長（小笠原誠治）  この計画策定に至る努力義務という言葉意味という

ところについての、御質問でございます。一般的な努力義務について、私の方から申し述

べる立場ではないと思っておりますけども、この計画の策定に関しての努力義務につきま

しては、国に直接確認をさせてもらったわけではございませんが、その当時の県とのやり

とりのなかで今覚えているのが、市町村の規模に応じてそれぞれの事情があると、規模だ

けではなくてその市町村にある社会資源、例えば子供の貧困対策というところには、ＮＰ

Ｏ法人というものが全国的にも、非常に大きな活躍を役割をはたしているという、その社

会資源の存在の状況であったり、人口規模であったり、そういったものが大きく関係する

ことがございますので、そのあたりで一律の義務というのが、なかなか難しいのではない

かという話があったと思います。それで子供の貧困対策のもとになる、先ほども話のあり

ました改正された対策法。これは衆議院での可決されるときの付帯決議でございますけど

も、そこにも市町村の策定にかかる規定は、市町村の個別の状況が十分に勘案されるよう

にという一節もあります。また、市町村計画を策定する市町村に過重な負担が生じること

のないように、というところも書かれております。そういったことで一律に義務というこ

とにしするには、市町村にも過重な負担がかかってその市町村の実態に応じたというとこ

ろが、損なわれるということもあってのことだろうと思います。ただ、そういった施策に

ついては、法律のなかにも各自治体もその責務を負うという書かれ方がしておりますので、

計画の策定に限ってはそういった経緯でまず努力義務という形に落ち着いたのではないか

と、思われます。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  ありがとうございました。努力義務の経緯なりがよくわかり

ました。子供の貧困っていうことを認めるか認めないかって、言い方がちょっと難しいで

すが、統計上は全国規模でみれば一定数おられるんだろう。じゃあ邑南町の中にどのくら

いいてどうかっていうのは、いろんないじめにしてもそうですし、今でいう様々な障がい

とかいうことについても、統計上は一定数いるのはわかるけれど、じゃあ邑南町という規
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模が小さくなればどうなのか、認めがたいとかあるかもしれないがどうやって調査をする。

その辺が地域事情なりそれを支援する、あわせて組織のあるなしなんだと思います。この

質問の最後に、ある意味やっと皆さんとともにこういう子供の貧困が議論できるところま

で、理解が私は進んだかなあと思います。改めて場を設けて質問はしたいと思いますが、

今子供の貧困に対して東京都とかで行われている調査だけを、紹介させてください。定義

のかかわる部分ですが一般的には低所得。所得面での調査があるんだと思います。あわせ

て美郷町の計画のなかの調査には入っていましたが、家計のひっ迫状況。公共料金等が払

えなかった経験があるかないかっていうものがあります。子供の貧困対策をなぜしなきゃ

いけないかっていう僕の思いの基本は、やはりお金だけの支援じゃなくて、本人ができる

体験、しなければいけなかった子供時代に皆がしているけど我慢したこと。そういうこと

が大人になったときの自尊心なりの問題にもなるし、社会とのかかわりの問題にもなるっ

てことで思ってましたら、東京都はそこの部分を、子供の体験や所有物の欠如ということ

で調査をしています。ちなみにすみません、１５項目ありますが、１５項目の内三つ以上

が該当している場合が、調査上生活が困難の条件の一部になるっていうことです。メモと

るほどのことじゃないです。聴いてください、１番が海水浴行く。２番が博物館、科学館、

美術館などに行く。３番キャンプやバーベキューに行く。４番スポーツ観戦や劇場に行く。

５番遊園地やテーマパークに行く。６番毎月おこずかいを渡す。７番毎年新しい洋服、靴

を買う。多いので間を飛ばさせてください。そのほかでは、お誕生日のお祝いをする。子

供の年齢にあった本を買う。最後が、子供が自宅で宿題をすることができる場所がある。

これを聴かれますと、みんながみんなできるわけじゃないだろう。お金はあるけど時間が

ない人もいる。そのぐらい我慢しとる人はいっぱいいるんじゃないか。贅沢だとかあるか

もしれませんが、やっぱりこれは親としてやってあげたいけどできない。子供も我慢して

いる。それが社会とのつながりであり負担であるっていうのが、影響があるんだよと。で

きれば子供の貧困の問題はここまで議論ができればいいと思いますし、今邑南町は子ども

条例を作られている途中です。こういうことも含めて、改めて一般質問させていただけれ

ばと思っております。少しだけ皆さんとともに、この子供の貧困について理解が深まれば

いいと思いました。続きまして次の質問に入りたいと思いますが、Ａ級グルメ施策の実施

根拠について教えてください。Ａ級グルメに関して質問したいとは思うんですが、今何か

と相手がある話が多いです。例えば、最初の質問のにっぽんＡ級グルメのまち連合という

ものがあります。これも参加自治体があるので、邑南町でどうだといっても相手のあるこ

とですので、なかなか議論が難しいとは思っていました。そういうなかでこの連合は、当

初たぶん５自治体だったのが今一つ減ったんだと思うんですが、当初より参加自治体が減

っていると思いますが、その経緯と理由を教えてください。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  寺本商工観光課長。 
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○寺本商工観光課長（寺本英仁）  にっぽんＡ級グルメのまち連合の、加盟自治体減少

について御説明します。にっぽんＡ級グルメのまち連合は、平成３０年１１月に全国の五

つの自治体、北海道鹿部町、福井県小浜市、島根県西ノ之島町、宮崎県都農町とともに設

立をしました。この間東京事務所を拠点とした、人材の募集やイベントの開催、情報発信

を行ってまいりました。令和２年度には、東京で人材育成を行うための事業計画が立てら

れておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、東京を拠点とした取

組を各自治体の往来ができず、計画の変更がなされたところです。福井県小浜市について

は、こうした先行きの見えない状況から、マイクロツーリズム等の独自の取組への転換が

図られ、臨時の書面総会を経て令和３年３月末に連合から脱退をしておられます。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  こういうものを作られるっていうことはありながら、相手が

あることですので、下準備をされて予算でてきたときにはいいか悪いかって言われ判断を

しようにも、邑南町が反対するっていうわけにはいかないので、なかなか難しい案件だな

あと思っていました。ただ、この趣旨に賛同されて参加自治体が増えれば、最初おそらく

２５０万の負担金だったと思うんですが、参加自治体が増えれば、イベントする人件費で

あるとかいうとこは負担が少なくなってくるので、邑南町の負担も少なくなってくるし、

輪が広がることはいいことだと思いましたが、残念ながら一自治体が脱退をされているよ

うです。脱退をするしないの判断ができる自治体はいいですが、邑南町はたぶん言い出し

っぺで指導的な立場ですので、邑南町がやめますっていうことは、難しいんだと思います。

次の新年度予算にこれが出たときに、邑南町も方向をかえたらどうですかっていうのは、

難しいのかなあと思っています。そういうなかであわせてもう一つそういうことを思って

いましたら、これも相手があって聴きにくい話だなあとは思いながら、地域おこし協力隊

のことです。特に耕すシェフについては予算が通過して新しい年度になったときに、今年

はこういう人がいますっていったときに、たとえば以前であればアグリ男子であるとかア

グリ女子。あと香木の森の公園を管理する人というのもあったと思います。議会の方から

一般質問等で、こういう仕事に地域おこし協力隊は使えませんかっていう質問をしますと、

地域おこし協力隊っていうのは町で研修をして自立できることが前提であるということで、

定義なり募集対象が決まっていたと思うんですが、耕すシェフについては毎年ちょっと違

うタイプの方が入っておられる。そこを考えていくと、現時点で既に来年度の地域おこし

協力隊っていうのは、募集をされて採用が決定してるんだと思います。年度内には決まる

んだと思います。議会には初めて新年度予算で出てきて議論なんですが、いいか悪いかど

うかっていっても、もう相手が決まっているわけなので、人に関することなのでなかなか

質問なりができません。そう思うと予算もないのに、なんで来年度の地域おこし協力隊の

募集ができて採用ができるのかなと思うわけです。地域おこし協力隊はいろいろあるんで
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すけど、もう耕すシェフはなぜできるか。ここに限定するのは失礼かもしれませんが、そ

の方が話がしやすいので、次年度以降の耕すシェフの募集と採用が、なぜできるのかを教

えてください。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  次年度の地域おこし協力隊耕すシェフの募集を、採

用の決定について御説明をさせていただきます。まず、地域おこし協力隊の募集と採用に

関する現状ですが、原則としては委嘱の前年度の段階で募集と試験、合格の内定通知を行

っております。耕すシェフについては、隊員委嘱の前年６月頃から募集を開始し、９月末

までを基本的に募集期間としております。１０月以降書面審査と面接を行い合格の内定を

しているところです。実際の委嘱期間については、議会での予算等の議決がされたあと４

月１日付けで委嘱のほう行っております。 

 

○白須財務課長（白須寿）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  白須財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  将来にわたる地方公共団体の債務を負担する行為をするに

は、予算で債務負担行為として定めておかなければなりません。地域おこし協力隊につい

ては、４月１日付けの委嘱をもって債務が発生するもので、募集と内定においては債務負

担行為を要しないと解しております。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  おそらく行政的に一問一答であるとか、なかでいうとそうい

うことなんだと思います。あくまでも内定であって、予算の決定をもって採用としますっ

ていうことですけど、内定通知をもらった人は本当にそう思っているかということです。

本音と建前の世界なんだと思うんです。議会に対する逃げで言えば、そういう債務負担行

為はいらないとか、毎年毎年の年度採用なり年度委嘱なので予算の通過をもってしますっ

ていうことはできるんですけど。議会がほんとにこれに反対をしていいのかっていうこと

です。できませんよねえ、人のことなので。そうするとその部分っていうのは、どうする

のかっていうことなんだと思います。Ａ級グルメ連合にしても、来年の話をされてても決

まるのは予算をもって決まります。議会の決定ですからっていうことだと思います。町民
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なりに説明したときに、議員さんあの予算はえぇけ違うことに使こうちゃんさい、反対し

ちゃんさいって言われても、議員に決定権あるんでしょってことです。逆になんでああい

う予算、すみません言い方がいろいろありますが、Ａ級グルメ続けるんですか、議会が認

めたからっていうことですよね。説明責任は私たちにあるわけです。決定した以上。そこ

は理解しています。今でも意見交換会なりでＡ級グルメって何なんですかって聴かれたと

き、なぜ答えれないんだろうとずっと思うわけです。そうすると最後の質問ですが、Ａ級

グルメ施策をこういう形で毎年実施できる根拠は何なのか。ここなんだと思います。根拠

がみんな共有できていれば、本音と建前を理解しながらきちっと必要なことだから予算で

出れば認めていく、内定出しても大丈夫。予算は通るだろう、議員の皆さん町民の皆さん

も、理解していただけるんだろうということなんだと思いますが、Ａ級グルメ施策が毎年

実施することができる施策的な根拠を教えてください。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  Ａ級グルメ施策実施の根拠について、御説明をさせ

ていただきます。現在のＡ級グルメ施策については、平成２３年に策定した農林商工連携

ビジョンによって取組を開始しました。ビジョンの期間終了後、平成２８年に策定した第

２次総合振興計画や、令和２年に策定した邑南町まち・ひと・しごと創生総合戦略２０２

０のなかで、Ａ級グルメの推進について明記されており、引き続き地産地消の推進や６次

産業化を推進することとしています。第２次総合振興計画については議会での議決を経て

いるほか、邑南町まち・ひと・しごと創生総合戦略２０２０についても、議会へ報告をし

ております。なお、いずれも年度ごとに予算については、議会による予算の議決を経て執

行をさせていただいております。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  Ａ級グルメの始まりは、平成２３年の農林商工連携ビジョン

だったです。そこは理解をしています。５年たちましてそのビジョンが終わりました。確

かに町の重要な計画には、Ａ級グルメっていう言葉があって、それを推進しますってあり

ます。じゃあＡ級グルメっていうのは、何でどういう目的をもって何をしていくかってこ

とは、どこにもないわけです。私たちが知りたいのはそこなんだと思います。そこなんで

す。漆谷議員さんの質問のときにも、町民の理解と協働の町づくりということで、目標、

指針の明確化と目標達成にかかわる施策を見える化し、さらに町民と共有していくことっ

てありました。言葉があるからやっていいんじゃなくて、それは何なんですかっていう議
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論がされてないですよねっていうことなんです。その議論があってはじめて議会も理解す

る。議決をしたから予算としてそれが出てきたときに当然内容もわかっているし、その都

度審査をするものではあるけれど、債務負担行為をとらなきゃいけないかもしれないけれ

ど、計画で皆さんが情報共有をしてるからいいわけであるけど、ここに書いてあるから、

言葉があるからって言われても言葉の中身はわからないわけです。言っている意味はわか

っていただけると思います。そうすると、やはりＡ級グルメとは何なのか、こういう施策

はどういう施策であるかっていうのを、きちんと町として改めて示される必要があるんだ

と思います。９月の一般質問で町長は有機農業の話のとき、この有機農業はＪＡＳ法に基

づくもので認証を受けたものです。誤解をまねかないように補足をしますが、Ａ級グルメ

はいずれ有機農業がＡ級グルメにするっていう話をされました。Ａ級グルメがなんである

かっていうのが共有化されないされていない。時代もかわってきたなかにこれからどうす

るのか、何を取り入れなきゃいけないのかっていう議論をする場がないのに、どこで決め

るのかなぁって思うわけです。町長は初めてそういう場で、有機農業はＡ級グルメの一環

とすると言われたわけですが、そういうのはどこで情報共有をし理解し合うのかと思うわ

けです。そうすると改めて計画を作るなり議会なりの説明をしていくことが、必要だと思

うんですが、その点についてどう思われるか。今の現状は理解していただけると思います。

Ａ級グルメはなんであるかっていう議論の場、計画なりで皆さんの理解を深めることは必

要だと思いますが、その点についてどう思われるか教えてください。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  寺本商工観光課長。 

 

○寺本商工観光課長（寺本英仁）  まず、Ａ級グルメという言葉が先走りをしているイ

メージをもたれている御意見がある、ということでございますが、Ａ級グルメというもの

は町のブランドイメージを、私は作っているものだと考えております。これによって邑南

町の食と農とが非常に素晴らしいというイメージは、町外の方に認識がされているんでは

ないかと考えております。それに含め、耕すシェフの研修制度、食の学校等、さまざまな

事業をやってきまして、邑南町の飲食業それから農業が活性化をしているところでござい

ます。現在、農林商工連携ビジョンが終わりまして、後継として先ほど説明させていただ

きました総合振興計画やまち・ひと・しごと総合戦略、こういったビジョンのなかには明

記をしておりますが、議員さんおっしゃるように、もっとＡ級グルメというものを深めて

町民と共有していきながら、本当の邑南町のＡ級グルメとは何なのか議論する場は必要だ

と考えておりますので、どういった形で議論をしていくことが一番効果的であるか、課内

でも検討してまいりたいと考えております。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 
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●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議論をして皆さんが理解があったうえで、はじめて予算とか

があって、そういう内定ですから予算が通ってからですって言えるんだと思います。債務

負担行為が必要かどうかっていうのは、執行部側からみれば必要ありません、予算が通れ

ばっていうことだと思いますが、自治体によっては地域おこし協力隊の採用において、債

務負担行為をされている自治体もあります。それは説明が丁寧かどうかっていう姿勢もあ

ると思いますので、Ａ級グルメに関して議論をしてくださいということで、決っして計画

づくりに何百万っていう予算をたてて、外部に発注して計画作りましたっていうことはし

ないでください。やはり作るのも、予算じゃなくて作り方で皆さんと議論しながら作って

いくのが、町民の意見を聴きながらとかこれも意見交換会で言われましたが、計画づくり

っていうのは本来はまちづくり基本条例に基づいてやるべきであって、外部に委託したも

のを町民に諮るやり方は私たちは参加してるかどうかっていう、自主性をもてないって言

われました。そのあたりのいまの積み重ねが、いろんな施策に対して町民のかかわりが積

極的に持てない部分だと思います。是非、ここの部分は理解していただいて、施策の根拠、

議論を深めていただければと思います。続きまして道の駅瑞穂の再整備事業につきまして

です。９月にも聴きました、どのような規模になるのか。３０年後まで、どういう形で道

の駅を振興していくいかしていって、町づくりをするのかを重点に聴きましたが、やはり

総事業費がわからないなかで、そこにかかわる町の負担を借金をする。その借金の返済に

ついて、今までは基本的には１２年、据置きが３年っていうことですが、この度は３０年

で、据置きを５年としてやりたいということでした。３０年間使えて将来にもわたって利

益がきちっと示されるならいいかとは思いましたが、改めてお手元にもあると思いますが、

先ほどの言葉にしたものを数字にしてみました。仮に１０億円、町が負担を必要なときに、

それを合併特例債で借りたらどうなるかということです。金利が２％で計算してあります

が決算書等見ますと、実際には０．５％から１％の範囲で、今借りることができるのかな

あと思いますが、あくまでもこういう雰囲気になりますっていうことで見ていただければ

と思います。当然ですが１２年で返せば１３年後以降の負担はありません。３０年ってい

うことになりますと、１２年以降も毎年１，３００万から４００万前後の負担があるんだ

と思います。今の町財政でいえば実質返さなきゃいけないのは、１２年でやっても３，０

００万前後であるけれど、かえれば１，３００万、４００万。たかだか１，０００万ちょ

っとと思うのか、ただ財政規模が将来町内の人口も減る、財政規模も減ったときに、たと

えば今は１３０億くらいの財政規模ですが、１００億をきったときに、他の投資もしなき

ゃいけないときに、この１，０００万ちょっとというのは、今の１，０００万と将来の１，

０００万は一緒なんだろうかっていう不安があります。そういう意味で一つ目の質問は、

将来的に邑南町が人口等が減っていくなかで、長期の返済っていうのは将来負担が非常に

大きいと心配しますが、町はどのように考えておられるか聴きたいと思います。あわせて

すみません、続けて２番目もしたいと思うんですが、現在は５億円を超える借金を町がす

る場合は、将来返さなければいけないものを事前に積んで負担がないようにされています。
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これをするかしないかもあるんですが、現在は将来の負担分の積み立てもしない償還も延

ばす、すべて、将来先々で返していくっていうことですが、そうじゃなくて積立てはしな

いけど、償還も今までどおりの１２年で償還することはできないのか。選択肢としてはこ

れも一つあるんだと思いますが、これを選択することはなぜできないのかっていうのを二

つ通告をしてますんで、二ついっぺんに答えていただければと思います。 

 

○白須財務課長（白須寿）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）   白須財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  道の駅瑞穂整備事業にかかる起債の償還年数が長期になる

ことによる、財政への影響について説明をいたします。はじめに議員が作成された資料で

ございますが、金利２％で作成をされておられます。これによりますとこの表の右下に５，

７００万という数字がございますが、１２年償還より３０年償還の方が、５，７００万円

実質償還額が多くなるということになります。実際の利率ですが、今議員０．５％から

１％の範囲内とおっしゃられましたが、０．４％程度でございます。仮に０．４％で計算

した場合はこの５，７００万円という差は、約１，１００万円くらいに縮まりますので、

説明をさせていただきました。本題に戻りまして、はじめに償還期間を３０年とした理由

を説明をさせていただきます。邑南町では現在道の駅瑞穂整備事業のほかに、大型事業と

しまして邑智病院の建築の負担金、石見中学校改築工事を計画しています。これらの実施

に伴う財政負担を予測したところ実質公債費比率、公債費、起債の返済償還にあたる費用

でございますが、その比率の上昇あるいは起債発行額を５億円を超える場合は、その超え

る部分を将来の負担に備えて減債基金、貯金をするわけでございますが、それが困難いう

ことの懸念が生じました。また、大型事業を１２年の期間で償還する場合、国からの７

０％の交付税措置を差し引いても、単年度の一般財源の負担が大きくなりまして、大型事

業を実施するためにほかの必要な事業が実施できない可能性もあるんじゃないかと、心配

いたしました。このような懸念事項に対処するため、これまでの財政運営方針をこの三つ

の事業に限定して見直しまして、償還期間を１２年から３０年として、単年度の償還額を

おさえることとしたものでございます。将来的に財政規模が縮小するので、長期の償還が

財政に与える影響が大きくなるんじゃないかという御指摘でございます。償還期間を長く

したことによりまして、単年度の償還額も低くなります。財政が縮小する規模の予測とい

うのはなかなか難しいんですが、引き続き様々な角度から財政状況を注意してみていき、

健全な財政運営に努めてまいりたいと思います。それから、二つ目でございます。償還期

間が長期となることで利息部分の負担が増加することは、御指摘のとおりでございます。

先ほども説明しましたように、今回の措置は、単年度の償還額を償還額の負担を抑えたい

というもので、見直しをしたものでございます。議員が作成された、１２年償還と３０年

償還の年度ごとの数字を少し比較してみますと、例えば第４年度、第５年度は、償還額の

合計で約１億円の差が、１２年償還と３０年償還を比べたときにですね。一般財源による
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実質償還額も約３，１００万円ほど、１２年償還の方が負担が大きくなっております。第

６年度以降におきましても、償還額合計で５，５００万円から６，３００万円の差、実質

償還額も１，７００万円から１，９００万円の差。その差ほど１２年償還の方が単年度の

負担が大きくなると、しかもこれは三つの大型事業のうち道の駅瑞穂だけの数字となって

おります。第１２年度までの差ではございますが、実質公債費比率が現在１５％と高い状

態でございます。また、財政力指数も低い我が町の財政状況にとっては、この償還額の差

は、非常に厳しいものがあると考えています。３０年を償還期間とすることについて御理

解をいただければと思います。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  基本的には単年度の負担を減らすっていうことです。それを

減らさなきゃいけない理由っていうのは、実質公債費比率とかの財政に関する指標のこと

があるんだと思います。昨年の６月のときに一般質問で今回のコロナ禍において、邑南町

がなかなか先手をうって対策がうてない。その原因は財政調整基金、普段使う運転資金と

いうか自由に使えるお金がないからじゃないですかって、質問をしました。非常に厳しい

なかで大型事業を三つ行うってことは、先々のことに関しても財政運営上非常に心配をす

るとこだったので、少し大型事業を見直すなり、ずらして行うなり何かできませんかって

いうことを言いましたところ、町長は財源の裏付けをもってきちっと進めていくと言われ

ました。そういうなかで財源の裏付けが、今回の償還方法をかえることが財源の裏付けな

のか。私たちもいろんな判断をしなきゃいけないわけですが、まず、その償還方法をかえ

るっていうことが、財源の裏付けなのかっていうことに対してどう思われるか、答弁をお

願いします。 

 

○白須財務課長（白須寿）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  白須財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  今回の償還期間を長期とした措置について、これは財源の

裏付けになるかどうかというところでございます。大型事業を実施するうえでの、財政財

源の裏付けですが様々な手法がございます。補助金や交付金、負担金の確保、あるいは基

金の活用、この度御議論いただいてます起債もその一つでございます。ここまでは財源の

裏付けということになろうかと思います。御質問の今回の償還方法の変更につきましては、

起債の償還の単年度の負担を減らすための財政運営上の方針、あるいは財政規律といった

ものの見直しと考えておりますので、財源の裏付けとは切り離して捉えるべきと考えてい

ます。 
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●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  すみません、何を聴けばと思ってしましました。財源の裏付

けかどうかっていうとこですが、今大型事業が三つっていうなかで、邑智病院、石見中学

校っていうのは、住民の皆さんも大きな反発はないです。世代が超えても必要なものです

し長く必要なもの、町としての絶対的な必要なものっていうものがあります。ただ、道の

駅瑞穂については、そこまで借金の償還を長くしてまでしなきゃいけないのか、いろいろ

調べますと、町がものを建てたりするときにやっぱり起債借金ができるものっていうのは

決まっています。公共施設でないといけないっていうところもあります。将来、小学校、

中学校、向こう３０年間で、ひとつも建替えしなくていいわけじゃないと思います。そう

いう絶対必要的なものもあります。そういう意味で、将来負担っていうのは極力減らして

おかなければいけない。道の駅瑞穂でそこまでしていいのかっていう思いがあります。道

の駅瑞穂の問題で、なぜこんなにこだわってっていうことになると、先ほどのＡ級グルメ

も一緒ですが、道の駅瑞穂は一番最初に基本構想を作って基本計画を作りました。本来で

あれば、そこですべての調査や建物の大まかな配置図、収支計画なり来客予想、交通量、

必要なものすべてそこで調査をして計画としてのせ、皆さんにその理解を得ていただいて

進んでいくものですが、今回は途中で場所がかわったっていうのが一つあります。あわせ

て場所が変わっただけならいいけれど、今の規模ともかわっています。そうすると場所も

規模も当然事業費もかわってきたなかで、このまま進めていいのか。住民の間にもやはり

一定の年数がたつなかで、早くしてほしいっていう議論も意見もありますし、だんだん様

子がわかってきたらそこまではっていうこともあります。それらを踏まえますと私自身も

このまま事業を進めてよいのかと疑問に思うわけですが、今の状況で何も情報がないなか

で非常に不安なんですが、町としては、どのように思っておられるかを教えてください。 

 

○白須財務課長（白須寿）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）   はい。白須財務課長。 

 

○白須財務課長（白須寿）  先ほど議員の方から財源の裏付けといった御質問をいただ

いて、説明をさせていただきました。その御質問に関連しまして、道の駅瑞穂整備事業の

総事業費などをここで説明をさせていただきます。令和３年９月議会におきまして、令和

４年度以降実施する建築と外構工事、備品整備などにかかる総事業費を１５億９，０００

万円と説明しておりますが、それに加えて令和３年度に予算計上している用地費や補償費、

あるいは令和４年度以降実施予定の造成工事、それから除雪対策のロードヒーティング工

事、これらを含めますと全体事業費は、約２９億２，０００万円となります。財源として
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は国の交付金を約１０億３，７００万円。県の負担金約６億６，８００万円。起債を１０

億８，９００万円。残り１億２，６００万円を、一般財源と考えております。起債につき

ましては、合併特例債を予定しています。合併特例債は、令和３年度末の起債可能予定枠

が約４２億円ございます。石見中学校改築で約２８億円。道の駅瑞穂で先ほど申しました

約１０億８，９００万円でございますが、これも４２億円の枠内にございます。なお１０

億８，９００万円の７割は、償還のときに交付税措置されますので、町の実質負担額は、

３億２，６７０万円となります。約でございます。また総事業費のうち約１億２，６００

万円の一般財源を用しますが、これについては基金の目的にもよりますが、基金も活用し

ていきたい考えております。これらの数字をもとに、中期財政計画のシートにあてはめて

今後の実質公債費比率などの推移も予測をしております。それによりますと今後１０年間

は１４％から１５％、現在の水準で推移するんじゃないかと、予測を立てているところで

ございます。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  非常に大型事業です。前回の質問したときに、建物の予算等

最大見積もってこのくらいというお話をいただきまして、それらを足していくと２５億か

ら３０億の間かなあと思いました。償還の数字をたまたま１０億って作ったのは、ただた

んにわかりがいいからって作っただけです。根拠があったわけじゃないですが、借りなき

ゃいけないのが５億になれば、ただ半分にすればいいってわかりやすいために作っただけ

です。ただ、非常に大きな負担だと思います。本来であれば基本構想実施計画などのとき

に町民説明等がされる、そういう資料を見ればわかるわけですが、今回は、元々あった計

画との、倍の予算、事業費になるわけです。それらを踏まえますと、改めて説明をしなけ

ればいけない、理解を得なければいけないと思うんですが、町長は、今改めて事業費等も

でました。昨日も皆さんに説明できる段階になりましたって言われました。今後、この大

型事業をどのように説明される予定なのか教えてください。 

 

○石橋町長（石橋良治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  石橋町長。 

 

○石橋町長（石橋良治）  大型事業が三つ重なることについて、住民の方々のいろんな

御心配というのは当然あると思います。できるだけ固まった段階で早く地域に出かけて、

詳細の説明をしていきたいと思っております。道の駅瑞穂についても、今財務課長が言い

ましたように、これをやったからっといって実質公債費比率がいきなり１８％になって、

県の指導を受けるようなことには相ならんだろうと。やっぱり有利な起債、財源の裏付け
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をもってやっていくことが、ある程度おわかりになったんではないかなと思っております。

私は道の駅瑞穂を何のためにやるのかっということが、今からまだまだ十分に説明をして

いかなきゃいけない部分でありますけども、９月議会のときに大屋議員さんからいろいろ

とこれに関する質問をいただきました。私はいいお互いの質問戦ができたんかなあと思っ

ております。その中で大屋議員さんが指摘された二つのことが私印象に残っておりますけ

ども、一つは、やはり中心になるであろう産直市に対しての、大屋議員さんからの様々な

御提案があったということを記憶しております。二つ目には大屋議員さんから言われた言

葉として、３０年後を見据えた持続可能性と先見性、先進性があるのかどうかということ

であります。私は今回の道の駅瑞穂の再整備については、持続可能性、先見性、先進性が

あると今思っておりますが、それはやはり１２地区を結ぶというところが基本になるんだ

ろうと思います。こういうところを考えての道の駅が今、じゃあ全国にどれだけあるだろ

うかというのは私はあまりないであろうと、邑南町はもう数年前から地区別戦略やりなが

ら、各１２地区がそれぞれ一人負けあるいは一人勝ちしないように、全体を、やっぱり地

区全体をそれぞれ活発にやっていくということが、今取り組んでおりますが今回の道の駅

の再整備について１２地区を結んで、人、もの、情報、あるいは交通こういったものを好

循環をさらに進めていこうということで、これが町全体の活性化につながるというのを、

私は確信をさせていただいております。これが私の持続可能性、あるいは先見性、先進性

につながるんではないかなあと、今思っております。そういったことを住民の皆さん方に

は、強く詳しく説明をしていきたいなあと思っております。さらには二つ目のことであり

ますけれども、財政的な裏付けでありますが、有利な起債として合併特例債を、今４２億

かかえております。これを石見中学校とあわせてしっかりやっていこうと、これは令和６

年までにという期限があるわけでございます。そういうなかで実質公債費比率は、財務課

長言いましたように十四、五％で推移をしていく見込みもたてております。三つ目には県

との関係であります。知事と邑南町とのいわゆる良好関係あるいは信頼関係というのが、

今現実にあるわけでございまして、知事にも毎年道の駅の再整備の要望を行ってきた経緯

がございます。そういったなかで、県の御努力御協力のなかで、県の応分の負担というも

のが得られることが、だいたい決まってきたいうのが今の現状ではないかと思います。大

屋議員さんが言われるように将来への投資ということを考えますと、邑智病院の建替えは、

安心、安全に対する未来の投資であり、石見中学校の建替えについては、教育環境のさら

なる向上に対する未来への投資であり、道の駅の再整備については、経済効果のさらなる

向上あるいは地域づくりに資する未来への投資、ということで考えておりますので、私は

道の駅も含めてこの大型事業は今しかないそういう思いで進めていきたいと思っておりま

す。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 
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●大屋議員（大屋光宏）  道の駅の必要性等を町長の思いのなかで、しゃべっていただ

きました。今回あえて償還表を出していろいろな話をしたとこは、根本はやっぱりお互い

間違っとるかなあと思う点です。それは町長も言われたとおり、有利な起債を借りて実質

公債費比率も抑えている、じゃなくて償還方法を変えたから抑えている。お金があるわけ

じゃないんだよ。償還方法を変えたから、打ち出の小づちみたいにお金がういてきたんじ

ゃないよっていうのは、きちっと議員も皆さん理解しなきゃいけないんだと思っています。

それほど財政が厳しいなかでやるんだよ。だから、事業費にしても極力抑える努力をしな

ければ、実質公債費比率あがってないからいいでしょ、じゃないんですよね。あげないよ

うに細工をしただけなんですよね。そこが、まず理解をしたうえに説明をしなきゃいけな

いんだと思います。今までは予算書っていうのは、僕もいろんな立場で予算を出す立場に

もなりました。すべてがすべてチェックできるわけじゃないけれど、信頼関係っていうの

があるんだと思います。大型事業についても、財政規律年間の借金する限度は５億だよ、

それを超える場合は将来の負担がないように、あらかじめ返す金額を積み立てておくんだ

よ、あと実質公債費比率等の財政指標があるから、そのなかでされているから大丈夫だろ

うということであるけれど、今回はそのなかにおさめるための細工をしてあるというのは、

理解をしなきゃいけないんだと思います。３０億っていう規模に対しても、不思議と全国

の道の駅の今の建てられているところをみますと、近いとこでいうと大田です。どこも本

当に似たような基本構想、基本計画を作っています。似てるっていうのは調査内容なり項

目が似ている。そこに数値を当てはめていって建てる。ほぼほぼおそらく金額も真似して

るんだと思います。１５億から１８億程度です。規模も似ています。邑南町の規模大きい

ですよねっていったときに、ほかの町とそんなに特別大きいわけじゃないですって言われ

たとおり、大きくないです。ただ事業費は倍です。そこに来るお客さんの数でいうと規模

は大小あるけれど、やはり１５億、１６億ってあたりになってくると、来客数が８０万で

あるとか、売上げが８億前後とか、少ないところは少なくあるけど、それでも成り立つ指

標を出されています。そういう面からみても邑南町の財政規模からみても、３０億の道の

駅が本当に必要なのか。周辺の道の駅に比べても倍の事業費で本当にいいのか。ロードヒ

ーティングっていう特別な部分あるのは理解します。それらを含めると、あわせてやはり

丁寧な説明が必要であって、ホームページ等で探すと、どこもダイジェスト版を作られて、

こういう道の駅になりますよ、来客の予定はこういうのを見込んでます、皆さんの疑問に

対してはこういうふうに答えますって。例えば、ランニングコストは大丈夫なのか。建設

費はいくらなのか。町の負担はどの程度になるのか。今後の建設までのスケジュールはど

うなのか。皆さんが知りたいことを一枚なり二枚の紙にまとめて、広報に載せるなり、き

ちっと説明をされています。私たち議員もまずはそういう説明をして欲しいと思っていま

すが、スケジュールを見ると非常にきついです。そうすると町はどこで説明をしてくれる

かって、これ最後に聴かせてください。もう既に３月には来年度予算が出てきます。でき

ればそれまでに説明するのか、来年度に入って住民説明をしたうえで、改めて必要な予算

を９月に出すと説明と予算が一緒になってしまうと、やはり町民も不安なり不信感をもつ

と思うんです。丁寧な説明はどこでされて、予算措置とどのような兼ね合いをもっていく
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のか。できれば説明をしたのちに予算措置をしてほしいと思いますが、それが可能かどう

か聴かせてください。 

 

○石橋町長（石橋良治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  石橋町長。時間がまいっておりますので、簡潔にお願いいた

します。 

 

○石橋町長（石橋良治）  今まで、なかなか説明できなかったっていう部分は、御理解

いただきたいと思います。要は用地の問題もあったわけでありますが。そのへんが固まっ

てくる見通しのなかで、やはりこれは早く説明していかなきゃならんと考えますと、私の

思いでは、やっぱり１月くらいにはその準備に入って、１月の末くらいまでには住民の

方々に方法は別にしても、御理解いただくような場を設けていきたいなと思っています。

３月議会に間に合うように、是非進めていきたいなと考えております。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  いずれにしましても、今まで説明する場面がありませんでし

た。説明にしっかり時間をとっていただいて、理解をしていただいたうえで予算措置をす

る。３月に間に合わなければ６月でもいいと思います。その説明があってはじめてその後

の事業が進んでいくんだと思いますので、その点はお願いして理解をしていただいたと思

いますので、進めていただければと思います。以上をもちまして今回の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  以上で大屋議員の一般質問は終了いたしました。ここで休憩に

入らせていただきます。再開は、午後１時１５分とさせていただきます。 

 

――午前１１時４６分 休憩 ―― 

 

――午後 １時１５分 再開 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 日程第３ 議案の討論・採決  ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  再開をいたします。日程第３ 議案の討論・採決。これよ

り、議案の討論・採決に入ります。討論は、反対討論から始め、賛成討論、反対討論と交
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互に行います。議案第９９号、邑南町国民健康保険条例の一部改正についてに対する討論を

行います。反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第９９号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第９９号、邑南町国民健

康保険条例の一部改正についてにつきましては、原案のとおり決定をいたしました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１００号、令和３年度邑南町一般会計補

正予算第１０号についてに対する討論を行います。反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１００号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１００号、令和３年度

邑南町一般会計補正予算第１０号についてにつきましては、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０１号、令和３年度邑南町国民健康保

険事業特別会計補正予算第３号についてに対する討論を行います。反対討論はありません

か。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１０１号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０１号、令和３年度

邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号についてにつきましては、原案のとおり

決定いたしました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０２号、令和３年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計補正予算第２号についてに対する討論を行います。反対討論は

ありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１０２号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０２号、令和３年度

邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算第２号についてにつきましては、原

案のとおり決定いたしました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０３号、令和３年度邑南町後期高齢者

医療事業特別会計補正予算第２号についてに対する討論を行います。反対討論はありませ

んか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま
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す。議案第１０３号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０３号、令和３年度

邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２号についてにつきましては、原案のとお

り決定いたしました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０４号、令和３年度邑南町下水道事業

特別会計補正予算第３号についてに対する討論を行います。反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１０４号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０４号、令和３年度

邑南町下水道事業特別会計補正予算第３号についてにつきましては、原案のとおり決定い

たしました。 

 

●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０５号、令和３年度邑南町電気通信事

業特別会計補正予算第２号についてに対する討論を行います。反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１０５号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０５号、令和３年度

邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号についてにつきましては、原案のとおり決定

いたしました。 
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●石橋議長（石橋純二）  続きまして、議案第１０６号、令和３年度邑南町水道事業会

計補正予算第４号についてに対する討論を行います。反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。議案第１０６号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０６号、令和３年度

邑南町水道事業会計補正予算第４号についてにつきましては、原案のとおり決定いたしま

した。 

 

●石橋議長（石橋純二）  ここで、暫時休憩とさせていただきます 

 

―― 午後 １時２２分 休憩 ―― 

 

（追加日程１ 第５号の追加１配布） 

 

―― 午後 １時２4分 再開 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 追加日程第１ 町長提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  再開をいたします。ただいま、町長から、議案第１０７号 

令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号について、議案が提出されました。お諮りを

いたします。議案第１０７号の議案１件を、日程に追加し、追加日程第１とし、日程の順

序を変更し、ただちに議題としたいと思います。これにご異議はありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  異議なしと認めます。したがって、議案第１０７の議案１件

を、日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、ただちに議題とすること

に決定をいたしました。 
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●石橋議長（石橋純二）  追加日程第１、町長提出議案の上程・説明・質疑・討論・採

決に入ります。議案第１０７の議案１件を、上程いたします。提出者からの提案理由の説

明を求めます 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 提案理由説明 ） 

 

○石橋町長（石橋良治）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  石橋町長。 

 

○石橋町長（石橋良治）  議案第１０７号の提案理由説明を御説明申し上げます。議案

第１０７号、令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号は歳入歳出それぞれ５億７６６

万５，０００円を追加するものでございます。議案の詳細につきましてはお手元に議案の

詳細説明資料をお配りしておりますのでご確認ください。 

 

●石橋議長（石橋純二）  以上で、提出者からの提案理由の説明は、終了いたしまし

た。ここで、休憩とさせていただきます。 

 

―― 午後 １時２５分 休憩 ―― 

 

●井上事務局長（井上義博）  失礼いたします。１時３５分より全員協議会を開催いた

します。議員の皆様は大会議室のほうにお集まりください。 

 

―― 午後 ２時３５分 再開 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 議案の質疑 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  再開をいたします。これより、質疑に入ります。質疑の際

は、あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いいたします。議

案第１０７号、令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号についてに対する質疑に入り

ます。質疑はありませんか。 

 

●宮田議員（宮田博）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、宮田議員。 

 



39 

 

●宮田議員（宮田博）  確認ということでお願いします。７ページ、２款のなかの６項

の企画費で公有財産の購入、道の駅の関係でございますが、今回、補正で８，４００万の

補正が組まれておりますが、これの当初の６億２，８００万あまりはこれは設計料等々じ

ゃなかったかなと思いますが、これはおいときまして、その補償費、これがないとこの事

業が前に進まないということも十分理解はできますが、一つ懸念があるのは、この補償

費、これの承認をしたことで全体事業、今後の全体事業についても承認をするということ

になっては、つなげてもらってもいけないがなと。ですから、今後の事業というのはその

都度審議してまた変更等もあり得るということなのか、そのあたりのところの確認という

ことで御答弁をお願いします。 

 

○日高副町長（日高輝和）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  日高副町長。 

 

○日高副町長（日高輝和）  今回の用地取得あるいは補償の関係で、今後の計画等もそ

のままいくのかという御質問だと思います。回答といたしますと、その都度その都度予算

は審議していただくことでございますので、今回の用地取得が全てあとのことを決定する

ということではございません。これまでいろいろと丁寧に説明はしてきたつもりではござ

いますけれども、この間用地の状況がかわったりとか、実際にはそれぞれそのたんびに検

討委員会を行い、それから常任委員会に諮り、説明はしてきたと思っておりますが、やは

りちょっとそのへんの、議会の改選等もあったりした経緯もありますし、全て先ほどの大

屋議員さんの質問にもありましたように、住民の皆さんに全て説明しながらやってきたと

いうことではございませんけども、私どもとしましては、その都度その都度丁寧に説明し

てきたと思っております。そういう中で今回これまで議員の皆さんからも、まず用地のこ

とはどうなんだと、用地のところをしっかりしていかないと、事業の前へは全然進まない

じゃないかということもいただいておりまして、地域の皆さんにもいろいろ御理解をいた

だきながら、ここにこぎ着けていると考えております。まずは今回提案をさせていただい

ております用地の問題、それから補償費の問題について御理解をいただいたうえで、今後

また、承認でありますとかあるいはもちろん設計基本計画、基本設計、用地造成と予算を

お願いするようになってきますので、引き続いて説明は丁寧にさせていただきたいと思い

ますので、まずはこの用地あるいは補償費については、御理解をいただきたいということ

でございます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  よろしゅうございますか。はい、ほかにございませんでしょ

うか。はい、大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  二つお願いします。全協でもまだ聞くんかと思わないでくだ

さい。追加で出るのはわかっていながら、いろいろ説明をいただいておるんですが、一つ
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一つがなかなか消化しきれない。一つは、道の駅瑞穂の整備事業です。先ほど宮田議員が

質問されたところです。事業費もわからないのにって言ったところ一般質問のところで、

事業費それに基づく財源等も示されました。思っていた以上に大きな事業で、それが消化

しきれないのは現実で、先ほど宮田議員が聞かれたとおり、これを認めれば全部を認める

ことになるのかって質問したところ、その都度の予算ですって言われたのですごく安心を

したところです。議会のなかでも全容が出ないので議論ができないっていうとこもありま

したし、当初予算を認めたんだからいいだろう、これを認めたでしょって言われ続けるの

かなとすごく悩んでおりました。ちょっと事務的なことを教えていただきたいんですが、

用地を取得した後には農地転用がありますってことだったですが、最終的に令和６年の末

までに完成させるというなかで、非常にタイトな日程かと思うんですが、この用地に関し

て、来年の以降建物の撤去なり場合によっては、用地造成等も変更していくんだよってい

うことだったですが、その間に、例えば比較的１ヘクタールを超えている大規模な用地だ

と思うんですが、開発許可であるとか、そういう農地転用なりとか造成に入るまでにどう

いう事務手続きがいるのか、許認可の関係はどの程度あるのか教えてください。 

 

○上田建設課長（上田修）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  上田建設課長。 

 

○上田建設課長（上田修）  用地取得あるいは補償ののちの話でございますけども、許

認可につきましては先ほど大屋議員さんおっしゃいましたように、１ヘクタールを超える

面積の開発でございますので、開発行為っていうことが起こってまいります。現在、建築

あるいは造成の設計のほうをやってございます。それが固まってから開発の協議をさせて

いただきます。おおむね１か月から２か月というところが、そういった許可がおりるとい

うところで承知をしてございます。ですので、来年の造成には影響がないというふうに承

知をしてございます。また、農地転用でございますけども、全協のところでもお話をさせ

ていただきましたけども、農業振興地域外というところでございまして、転用にはさほど

時間を要しないというところは承知をしておるところでございます。また、埋蔵物と文化

財の関係でございますけども、事前に教育委員会とも協議をしてございまして、もともと

の宅地あるいは道路用地また店舗というところで、そういった文化財のほうはないだろう

ということではございますけども、当然造成のときには試掘ということで検査をしていた

だいて、という予定となっております。そういったところを含めますと、今の予定でいき

ますとお盆明けの９月８月ぐらいまでには、そういった造成に取りかかれるような準備が

できるんだろうと、考えてござます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  一般質問の時にもお願いをしましたができればきちっとした
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説明なり、議会のなかでも議論をしたいと思います。そういう時間が欲しいと思います。

先ほどあったとおりいろんな協議をして、最終的には８月９月でしたか、造成にはいれる

ようにっていうことであれば６月の補正で、もしかして間に合うのかなって勝手なことを

思いました。今回、この議案がいろいろ事情があって追加で出ているんだと思います。１

月に入っての補正でもいいんじゃないか、いろんなことを思いました。議会もこうやって

早い段階で議論によって協力したんであれば、その協力した時間っていうのはできればや

っぱり住民説明にしっかりまわしてほいい。議論をする時間がほしい。町長は３月の当初

に出せるように１月、２月って言われましたが、議会報等出て住民が一般質問みたりする

のも１月から２月です。そういうのも踏まえて、改めて事業の進捗等につきまして概要に

ついてしっかり説明する時間とかとれるかどうかの、答弁が一ついただきたいです。それ

とすみません、安心しきってもう１個聞きたいこと忘れていました。３回のうちの１回な

ので許してください。１０ページ、１１ページの災害備蓄品整備事業費教えてください。

パワコンを３台買って、電気自動車がくれば災害時に電気が使えるってことなんですが、

図とかをみとくと、例えば公民館のような避難所で、そこの建物の電気が電気自動車が来

ればつくのか公民館とかで使えるのか、勘違いっていうかよくわからないんです。もとも

と災害時は何らかの電源があって、このパワコンっていうのはメインになるのか、補助的

なものになるのか、どういう位置づけなのか教えてください。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  このたび提案をしております、パワーコンディショナー

に関しましては、これは予備的なものと考えております。説明もさせていただいたと思い

ますけども、電気自動車による電気のバケツリレーのようなことを、今後やっていくとい

うことを想定しつつ、予備的電源を確保したいと思っております。ほかにも燃料の発電機

等も備えておりますので、そういったことも検討して活用していく必要があると思いま

す。それとエネルギー政策全体が調ってくれば、基本的にはそういう公共施設等というの

は可搬型ではなくて、固定型のそういった設備を調えることによって、現在その設備に備

わっている空調であるとかっていうものが、稼働するようにしていくっていうのが基本的

には理想だと思いますし、その際の蓄電池の代わりに自動車の蓄電池が、現在は価格的に

非常に有利であることから、この取り組みがあるものと承知をしております。 

 

●石橋議長（石橋純二）  日高副町長。 

 

○日高副町長（日高輝和）  道の駅の事業費、それから予算の関係でございますが、今

現在建物本体の基本設計中でございます。基本設計のなかで、もう少し詳細が固まってい

く部分もありますし、詳細が固まることに対して、また住民の皆さんとも意見交換もあろ
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うと思います。先ほど一般質問のところで全体事業費を財務課長のほうから申し上げまし

たけども、これはあくまでも概算でございます。私どもとすれば、あまりひとり歩きして

いただくのはどうかなということがありますので、その都度その都度しっかり固まったも

のを皆さんに見ていただきながらと考えております。もちろん３月の議会でお願いしなけ

ればいけない部分というのは、当然出てくると思いますけどもそのお願いするところで

は、さらに詳細に予算の内容が明確になっていくと思いますので、それに向けて努力した

いと思いますし、そのなかで今日お示ししました概算予算も含めて、どういうふうに今後

なっていくかということもあると思いますので、丁寧に説明させていただきながらと考え

ております。よろしくお願いします。 

 

●石橋議長（石橋純二）  大屋議員。 

 

●大屋議員（大屋光宏）  一般質問のなかで事業費が出たときに、あくまでも財政上で

最大限の見積もりでということで、ちょっと捉え方をどう捉えていいかわからなかったの

で、それ以上踏み込みませんでした。状況は重々承知してますので、また固まり次第きち

っとした説明をしていただいて、その都度の判断ということで判断材料として出していた

だければと思います。すみませんパワコンですけど、僕総務教民の委員じゃないので、お

そらく初めて聞きました。それなりに調べたつもりです。電気のバケツリレーっていうの

もよくわかるんですが、時期尚早じゃないのかな。町内に電気自動車の充電場所がないっ

ていくこともありますし、積雪時等いろんなことを考えれば、発電機がたくさんあって燃

料をきちっと確保してたほうがいいんじゃないかなと、思うわけです。それがこうやって

今の時期にこれが必要だよっていうのは、もうちょっと説明をしていただきたいんです

が、お願いできますでしょうか。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  議長、番外。 

 

●石橋議長（石橋純二）  三上総務課長。 

 

○三上総務課長（三上直樹）  なぜこの時期かという御質問なんだと思います。邑南町

においても積雪のときの停電によりまして、発電装置が必要になることもありました。そ

ういったなかで発電機等を、必要なところに運ぶことも大雪のなかでありました。そうい

った時に、自動車が移動できるかということもあろうかと思います。この取り組みに関し

ましては、邑南町だけがやっているということではなくて、全国的ないわゆる電気の確保

というところのなかで、自動車メーカー及びそれのディーラーあたりが、多くのメーカー

さんがこういった方式の提案をされて、自治体との協力のなかで会社としての協力体制を

調えますということでございます。今現在、うちのなかで公用車を電気自動車にしましょ

うと、明確に申し上げているわけではございません。ただ、うちの町にも電気自動車の供

給を実際に受けておりまして、これ無償で貸与していただいたものを活用させていただい
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ております。邑智郡内でもかなり電気自動車が普及をしてきておりまして、それは各家庭

の電源とつなぐことによって、電気自動車を蓄電池として使っておられる家庭も増えてき

ておるようでございます。そういった実態のなかから、先ほどもあるようなバケツリレー

ができる環境が調いつつあるんだと思ってます。それと自動車メーカーについても、邑南

町は元々マツダさんとも自動車の供給をいただいたり、そういう意味ではマツダさんとの

協議も進めております。島根県においては、トヨタさんと新しくその協定を結ばれており

まして、邑南町にも紹介をいただいております。そういった意味で環境が調いつつあるの

で、元々電源確保は非常に大きな課題だと思っておりましたので、今回提案にいたったと

ころです。それは全国的な展開のなかでちょうどタイミングがあったということで、御理

解をいただければと思います。 

 

●石橋議長（石橋純二）  よろしいですか。はい、ほかにございませんでしょうか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、議案第１０７号の質疑を終わります。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 議案の討論・採決 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  これより、討論、採決に入ります。議案第１０７号 令和３

年度邑南町一般会計補正予算第１１号についてに対する討論を行います。討論は、反対討

論から始め、賛成討論、反対討論と交互に行います。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はじめに、反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

●瀧田議員（瀧田均）  ５番。 

 

●石橋議長（石橋純二）  ５番、瀧田議員。 

 

●瀧田議員（瀧田均）  ５番議員の瀧田均です。議案第１０７号、令和３年度邑南町一般

会計補正予算第１１号について、賛成の立場で討論をいたします。今定例会の本日最終日に

上程されました、令和３年度一般会計補正予算第１１号は、現２０７回臨時国会で議論が交

わされてきました、子育て世帯への臨時特別給付金について年内の現金一括給付が容認され
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たことから、邑南町は将来を担う子供たちを力強く支援する観点で、子育て世帯に今年中に

児童一人あたり１０万円を支給する、給付事業費が１億３，５５０万円予算計上されまし

た。また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、生活困窮者世帯の生活

や暮らしの支援をすみやかに行うための給付事業費として、１世帯あたり１０万円を支給す

る給付金が総額で２億１４０万円予算計上されております。さらに灯油や電気料の高騰によ

り暖房費の家計への負担が大きいと思われる、生活困窮生態への１世帯あたり１万５，００

０円を支給する支援金として、邑南町暖房費等助成事業費２，４６１万８，０００円が予算

計上されています。いずれも新型コロナウイルス感染症が長期化し、さまざまな困難に直面

されている町民生活への支援に配慮されたものと、理解しているところです。一方アフター

コロナを見据えた、経済活動や地域活動の復興に備えた条件整備への支援策については、邑

南町農産物生産継続支援給付金給付事業費として３，７３４万４，０００円予算計上されて

おり、米をはじめとする農産物の価格低下等により、農業者の来年度以降の営農意欲低下を

まねかないための対策として、１０アールあたり３，０００円が支給される支援策が示され

ています。そのほか、大きな影響を受けている観光の振興に対する事業や、コロナ禍でも地

域活動などが安心して行える機器整備等を、身近な公民館で行えるための整備事業にも予算

計上されており、町内全般を見据えた各事業案を評価するものであります。昨今、町民の皆

さんにも感心の高い道の駅瑞穂再整備事業については、地域の活性化や農業所得の向上等、

町民のさまざまな期待が込められた事業であり、今定例会で事業実施に向けた必要な予算が

確保されたものとなっています。道の駅瑞穂の計画用地において、島根県と連携し土地購入

費と補償費算定のための調査が行われてきましたが、今回調査が終了したことによりその結

果に基づき予算が計上されています。事業費は増加しましたが、県の負担分が増加したため

町の負担が減っていることは、町財政にとって好条件になったといえると思います。本日の

一般質問で現時点の事業費の総額が示されたところですが、以前から県との一体化事業とし

て整備実施されるということをお聞きしていまして、将来にわたって満足のできる施設とな

るよう希望するところであります。この補正予算はコロナ禍のなか、町民の生活維持向上に

必要不可欠で重要なものと理解していますので、本予算を早期に執行され、コロナ禍でさま

ざまな困難に直面されている方々の支援や、道の駅瑞穂再整備事業の早期着手を望むもので

あります。こうしたことから議案第１０７号、令和３年度邑南町一般会計補正予算第１１号

に、私は賛成をいたします。議員の皆様にはどうか御賛同いただきますようお願い申し上

げ、賛成討論といたします。 

 

●石橋議長（石橋純二）  反対討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 
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●石橋議長（石橋純二）  無いようでございますので、討論を終わり、これより採決に

入ります。議案第１０７号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、議案第１０７号、令和３年度

邑南町一般会計補正予算第１１号について、につきましては、原案のとおり決定をいたし

ました。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 日程第４ 委員会提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  日程第４、委員会提出議案の上程・説明・質疑・討論・採決に

はいります。発委第７号、地方の情報インフラ整備の充実を求める意見書の提出についてを

議題としたします。提出者からの趣旨説明を求めます。 

 

●平野総務教民常任委員長（平野一成）  議長。 

 

●石橋議長（石橋純二）  平野総務教民常任委員会委員長。 

 

（委員長登壇） 

 

●平野総務教民常任委員長（平野一成）  意見書の提出について申し上げます。発委第

７号。令和３年１２月１６日。邑南町議会議長、石橋純二様。提出者、総務教民常任委員

会委員長、平野一成。地方の状況インフラ整備の充実を求める意見書の提出について。上

記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第３項の規定により提出いたします。提案理

由、口頭をもって説明いたします。別紙、意見書案がございます。この概略を御説明を申

し上げたいと思います。これは島根県町村議会議長会より、各市町議会の意見書提出につ

き求められたもので、総務教民常任委員会で協議をいたし、全員賛成で発委するものであ

ります。意見書の概略ですが、政府は現在地方創生の取り組みを進めているところでありますが、

様々なインフラ整備は東京を拠点に継続的に生み出されおり、財政の厳しい離島・中山間地域に

おいては、その整備はままならない状況にあります。情報インフラは、これからの地方創生に欠かせ

ないナショナルミニマムであり、国家論の中に明確に位置付け、国が責任をもって整備すべきであ

る、として意見書を提出いたします。議員の皆様には御一読いただき、御賛同をお願いするもので

あります。以上でございます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  以上で提出者からの説明は、終了いたしました。ここで、暫

時休憩とさせていただきます。 
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―― 午後  ３時  ４分 休憩 ―― 

（ ただいま暫時休憩を取りましたので、この時間を利用して意見書をお読みください。 ） 

―― 午後  ３時  ５分 再開 ―― 

 

●石橋議長（石橋純二）  再開をいたします。これより質疑に入ります。本件に対する

質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、質疑を終わります。 

 

（委員長降壇） 

 

●石橋議長（石橋純二）  これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありません

か。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  賛成討論はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  無いようですので、討論を終わり、これより採決に入りま

す。発委第７号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

●石橋議長（石橋純二）  はい、全員賛成。したがって、発委第７号、地方の情報イン

フラ整備の充実を求める意見書の提出についてにつきましては、原案のとおり決定をいた

しました。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

（ 日程第５ 閉会中の継続審査または継続調査について ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  日程第５、閉会中の継続審査または継続調査の付託について

を議題といたします。各委員長よりお手元に配付しておりますとおり、閉会中の継続審査

または継続調査の申し出がありました。お諮りをいたします。各委員長の申し出のとお

り、これを閉会中の継続審査または継続調査に付することに、ご異議はありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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●石橋議長（石橋純二）  異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとお

り、これを閉会中の継続審査または継続調査に付することに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～○～～～～～～～ 

（ 閉会宣告 ） 

 

●石橋議長（石橋純二）  以上で、本定例会に付議されました案件は全て議了いたしま

した。お諮りをいたします。本定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたの

で、本日をもって閉会といたしたいと思います。これにご異議はありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

●石橋議長（石橋純二）  異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日をもって

閉会することに決定をいたしました。以上をもちまして、本日の会議を閉じます。これを

もちまして、令和３年第９回邑南町議会定例会を閉会といたします。御苦労さまでござい

ました。 

 

―― 午後  ３時  ８分 閉会 ―― 

 

 


